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医療用医薬品の流通と
独占禁止法

流通改善ガイドラインと独禁法

本日は、①流通改善ガイドラインと独禁法、②
医薬品卸売業界の特徴、③カルテルの規制・厳罰
化、④不当廉売についてお話しします。また、流
通改善ガイドラインの改訂があったので、トピッ
クとして取り上げたいと思います。

●流通改善ガイドラインの位置付け
流通改善ガイドラインの執行は、厚生労働省の
権限及び責任になります。厚生労働省は、事業者
による所管法令に反する行為があった場合には、
個別事業者に対して、①その是正を求める行政指
導を行う、②当該行為をやめるように行政処分を
命じる、③さらに営業停止処分まで命じる等の権

花本 浩一郎
TMI総合法律事務所 弁護士

独占禁止法研修会の講演では、「医療用医薬品の流通と独占禁止法」と題して花本浩一郎弁護
士にお話しいただいた。
花本弁護士は、医薬品卸売業界はカルテルが起こりやすい環境にあると説明。公正取引委員会
が導入した課徴金減免制度や調査協力減算制度によって、事業者が自ら関与したカルテル・入札
談合について、その違反内容を公正取引委員会に自主的に申告する流れになり、カルテルは摘発
しやすい違反となっているため、絶対に関わってはいけないと何度も警告された。また、カルテ
ルは実際に行動していなくても協力を同意しただけで認定されたり、日常会話のつもりでも販売
情報の共有とみなされたりするリスクがあるので、コンプライアンス意識を常に高く持つべきだ
と助言された。

日時：�令和６年11月14日（木）�
13：00～14：00

会場：�ホテルマイステイズ�
札幌アスペン

講 　 演

＊講演内容は、当日の講演から原稿を作成し、講師校閲のうえ、掲載したものです。
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北海道地区 11月14日（木） 北海道

東北地区 11月５日（火） 青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島

関東・甲信越地区 12月10日（火） 東京・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・神奈川・山梨・長野・新潟

東海地区 11月15日（金） 静岡・愛知・岐阜・三重

近畿・北陸地区 11月26日（火） 大阪・滋賀・京都・奈良・和歌山・兵庫・富山・石川・福井

中国・四国地区 11月18日（月） 鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知

九州地区 12月３日（火） 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄
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令和６年度独占禁止法研修会は、
「医療用医薬品の流通と独占禁止法」をテーマに７地区で開催されました。
今号では令和６年11月14日に開催された北海道地区の講演を掲載します。
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